
JP 4961617 B2 2012.6.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁膜で覆われた貫通孔を有する半導体基板と、前記貫通孔内に形成された貫通電極と
、
　前記貫通電極の一方の端部と接続されると共に、電子部品と電気的に接続される第１の
配線と、前記貫通電極の他方の端部と接続されると共に、実装基板と電気的に接続される
第２の配線と、を備えた配線基板において、
　前記半導体基板とは異なる導電型に形成された第１の導電型不純物拡散層と、前記第１
の導電型不純物拡散層を構成要素として含み、前記第１の配線および前記第２の配線と電
気的に接続される素子と、前記貫通孔を囲む第１のガードリングとを前記半導体基板の内
部に設け、
　前記半導体基板内に、前記第１の導電型不純物拡散層、前記素子、前記貫通電極、及び
前記第１のガードリングを囲む平面視額縁状の第２のガードリングを設け、
　前記第２のガードリングは、前記半導体基板の側面に沿うように配置されていることを
特徴とする配線基板。
【請求項２】
　前記素子は、前記第１の導電型不純物拡散層と、前記第１の導電型不純物拡散層の外周
に沿って前記第１の導電型不純物拡散層を囲むように形成されると共に、前記第１の導電
型不純物拡散層と同じ導電型で、かつ前記第１の導電型不純物拡散層よりも不純物濃度の
低い第１の不純物拡散層と、前記第１の導電型不純物拡散層の下方に位置する部分の前記
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半導体基板とを有するツェナーダイオードであることを特徴とする請求項１記載の配線基
板。
【請求項３】
　前記半導体基板は、通電した際に前記貫通電極と前記半導体基板との間で生じる電位差
により、前記半導体基板の内部に反転層が形成される不純物濃度の低いシリコン基板であ
り、
　前記第１のガードリングは、前記半導体基板と同じ導電型で、かつ前記半導体基板より
も不純物濃度の高い第２の不純物拡散層によって構成されていることを特徴とする請求項
２に記載の配線基板。
【請求項４】
　前記半導体基板は、通電した際に前記貫通電極と前記半導体基板との間で生じる電位差
により、前記半導体基板の内部に反転層が形成されることが困難な不純物濃度の高いシリ
コン基板であり、
　前記第１のガードリングは、前記半導体基板と異なる導電型の第２の不純物拡散層によ
って構成されていることを特徴とする請求項２に記載の配線基板。
【請求項５】
　前記第２の不純物拡散層は、前記第１の導電型不純物拡散層と同じ導電型で、かつ前記
第１の導電型不純物拡散層と略同じ不純物濃度であることを特徴とする請求項４に記載の
配線基板。
【請求項６】
　前記第２のガードリングは、前記第２の不純物拡散層と同じ導電型で、かつ前記第２の
不純物拡散層と略同じ不純物濃度である第３の不純物拡散層によって構成されていること
を特徴とする請求項１ないし５のうち、いずれか一項記載の配線基板。
【請求項７】
　請求項１ないし６のうち、いずれか一項記載の前記配線基板の前記第１の配線に、電子
部品が電気的に接続された半導体装置。
【請求項８】
　複数の配線基板領域を有する半導体基板を準備する工程と、
　前記半導体基板に、前記半導体基板と異なる導電型の第１の不純物拡散層を形成する工
程と、
　前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散層と同じ導電型の不純物を拡散注入して、貫
通孔が設けられる領域を囲むように設けられた第１のガードリングを形成する第１のガー
ドリング形成工程と、
　前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散層と同じ導電型の不純物を拡散注入して、前
記第１の不純物拡散層に囲まれる第１の導電型不純物拡散層を形成する第１の導電型不純
物拡散層形成工程と、
　前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散層と同じ導電型の不純物を拡散注入して、前
記配線基板領域の上面側の側面に沿うように第２のガードリングを形成する第２のガード
リング形成工程と、
　前記半導体基板に、前記第１のガードリングによって囲まれるように貫通孔を形成する
工程と、
　前記半導体基板の全面と、前記貫通孔に露出された面とを覆うように絶縁膜を形成する
工程と、
　前記絶縁膜で被覆された前記貫通孔に貫通電極を形成する工程と、
　前記絶縁膜に、前記第１の導電型不純物拡散層の一部が露出するように、かつ、前記第
１の導電型不純物拡散層と対向する前記半導体基板の一部が露出するように、開口部を形
成する工程と、
　前記半導体基板に、前記貫通電極の一方の端部と接続される第１の配線を形成する工程
と、
　前記半導体基板に、前記貫通電極の他方の端部と接続される第２の配線を形成する工程
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とを有し、
　前記第１のガードリング形成工程と、前記第１の導電型不純物拡散層形成工程と、前記
第２のガードリング形成工程とを同時に行うことを特徴とする配線基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体基板を貫通すると共に、半導体基板と絶縁された貫通電極と、貫通電
極の一方の端部と接続されると共に、電子部品と電気的に接続される配線と、を備えた配
線基板とその製造方法及び半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップとマザーボード等の実装基板とを電気的に接続する再配線基板（イ
ンターポーザ）として、図１に示すような配線基板２００が用いられていた。
【０００３】
　図１は、従来の配線基板の断面図である。
【０００４】
　図１を参照するに、従来の配線基板２００は、基材である半導体基板２０６と、絶縁膜
２０７と、貫通電極２０８と、配線２１１、２１２とを有する。
【０００５】
　ここで、半導体基板２０６は、貫通孔２１５を有する板状のシリコン基板である。具体
的に、半導体基板２０６としては、Ｎ型シリコン基板、或いはＰ型シリコン基板が用いら
れる。絶縁膜２０７は、半導体基板２０６の上面２０６Ａ及び下面２０６Ｂと、貫通孔２
１５に露出された部分の半導体基板２０６の面とを含む半導体基板２０６の略全面を覆う
ように設けられている。
【０００６】
　貫通電極２０８は、配線２１１と配線２１２とを電気的に接続するための電極であり、
絶縁膜２０７が形成された貫通孔２１５を充填するように設けられている。この貫通電極
２０８の材料としては、例えば、Ｃｕが使用される。配線２１１は、貫通電極２０８の上
端部から半導体基板２０６の上面２０６Ａに形成された絶縁膜２０７上に亘って設けられ
ている。配線２１１は、電子部品２０１（例えば、半導体チップ）と電気的に接続される
配線である。
【０００７】
　配線２１２は、貫通電極２０８の下端部から半導体基板２０６の下面２０６Ｂに形成さ
れた絶縁膜２０７の下面に亘って設けられている。配線２１２は、実装基板２０２（例え
ば、マザーボード）のパッド２０３と電気的に接続される配線である（例えば、特許文献
１参照）。
【特許文献１】特開２００７－４２７４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記構成とされた配線基板２００では、半導体基板２０６がシリコン等の半導体材料か
らなる場合、半導体基板２０６内にＰ型やＮ型の不純物拡散層を形成することにより、半
導体基板２０６内にダイオードやトランジスタなどの素子を容易に形成できる。また、半
導体基板２０６内に形成した不純物拡散層と電子部品２０１との間を電気的に接続するこ
とにより、半導体基板２０６内に形成された素子によって、電子部品２０１を保護するこ
とや電子部品２０１の特性を調整することが可能になる。
【０００９】
　ここで、配線基板２００は、半導体基板２０６に貫通孔２１５及び貫通電極２０８が形
成されている点において、一般的な半導体デバイスとは異なる。このため、従来の配線基
板２００では、貫通孔２１５及び貫通電極２０８に起因して、半導体基板２０６内に形成
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された素子の特性が劣化する、具体的にはリーク電流が大きくなってしまうという問題が
あった。
【００１０】
　具体的には、例えば、半導体基板２０６の不純物濃度が低い場合（例えば、１．０Ｅ１
７ions／cm3未満の場合）、絶縁膜２０７が形成された貫通孔２１５の側面を構成する部
分の半導体基板２０６（以下、「側壁」という）とその近傍に位置する部分の半導体基板
２０６（以下、「側壁部分」という）に反転層が形成され易くなる。このため、半導体基
板２０６と貫通電極２０８との間の電位差によって貫通電極２０８を囲む側壁部分に反転
層が誘導形成された場合、この反転層が不純物拡散層と連結され、不純物拡散層と半導体
基板２０６との間の等価的な接合面積を大きくするように作用し、素子のリーク電流を大
きくしてしまうことがあった。
【００１１】
　また、貫通孔２１５は、一般にＲＩＥなどのドライエッチング処理により形成される。
ドライエッチングで貫通孔２１５を形成した場合、貫通孔２１５を囲む側壁部分に格子構
造が破壊された層（プラズマダメージ層、或いはエッチングダメージ層等と呼ばれる層）
が形成されることが知られている。また、ドライエッチング処理で貫通孔２１５を形成し
た場合、貫通孔２１５を囲む側壁にフロロカーボン等の副生成物が付着することも知られ
ている。これらダメージ層及び副生成物は、ドライエッチング処理後に当然除去される。
しかし、その除去が不十分な場合、その後形成される貫通孔２１５内の絶縁膜２０７の絶
縁性が他の部分よりも低下してしまう。すると、貫通電極２０８からのＣｕの拡散侵入や
外部からの汚染物質（例えば、Ｆｅ、Ｎａ、Ｋ等）の侵入等の要因が更に重なった場合、
Ｃｕの拡散及び外部からの汚染物質（例えば、Ｆｅ、Ｎａ、Ｋ等）が侵入した部分の絶縁
膜２０７において電流の漏洩を生じ、素子のリーク電流を大きくしてしまうこともあった
。
【００１２】
　そこで本発明は、上述した問題点に鑑みなされたものであり、半導体基板内に形成され
る素子の特性の劣化を抑制することのできる配線基板とその製造方法及び半導体装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一観点によれば、絶縁膜で覆われた貫通孔を有する半導体基板と、前記貫通孔
内に形成された貫通電極と、前記貫通電極の一方の端部と接続されると共に、電子部品と
電気的に接続される第１の配線と、前記貫通電極の他方の端部と接続されると共に、実装
基板と電気的に接続される第２の配線と、を備えた配線基板において、前記半導体基板と
は異なる導電型に形成された第１の導電型不純物拡散層と、前記第１の導電型不純物拡散
層を構成要素として含み、前記第１の配線および前記第２の配線と電気的に接続される素
子と、前記貫通孔を囲む第１のガードリングとを前記半導体基板の内部に設け、前記半導
体基板内に、前記第１の導電型不純物拡散層、前記素子、前記貫通電極、及び前記第１の
ガードリングを囲む平面視額縁状の第２のガードリングを設け、前記第２のガードリング
は、前記半導体基板の側面に沿うように配置されていることを特徴とする配線基板が提供
される。
【００１４】
　本発明によれば、半導体基板１７の不純物濃度が、通電した際に貫通電極と半導体基板
１７との間で生じる電位差によって半導体基板内に反転層が形成されてしまう程度に低い
場合、第１のガードリングを半導体基板と同じ導電型で形成する。この場合、貫通電極の
側面を囲むように設けられた第１のガードリングにより、反転層の形成が防止されると共
に、貫通電極の周囲に形成された反転層と第１の導電型不純物拡散層との間が電気的に連
結されることが防止される。これにより、リーク電流の増加が抑制されるため、半導体基
板の内部に形成される素子の特性の劣化を抑制できる。
【００１５】
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　一方、半導体基板１７の不純物濃度が、通電した際に貫通電極と半導体基板１７との間
で生じる電位差によって半導体基板内に反転層が形成されない程度に高い場合、第１のガ
ードリングは半導体基板と異なる導電型で形成する。この場合、貫通電極の側面を囲むよ
うに設けられた第１のガードリングが半導体基板との間にＰＮ接合を形成すると共に、貫
通電極を囲む部分の半導体基板に空乏層が形成され易くなる。これにより、リーク電流の
増加が抑制されるため、半導体基板１７の内部に形成される素子の特性の劣化を抑制する
ことができる。
【００１６】
　また、前記配線が設けられた側の前記半導体基板に、前記素子、前記貫通電極、及び前
記第１のガードリングを囲む第２のガードリングを設けることにより、第２のガードリン
グが、配線基板の切断面から侵入してくる汚染物質をゲッタリングするように作用するた
め、リーク電流の増加が抑制されるので、半導体基板内に形成される素子の特性の劣化を
抑制できる。
　本発明の他の観点によれば、複数の配線基板領域を有する半導体基板を準備する工程と
、前記半導体基板に、前記半導体基板と異なる導電型の第１の不純物拡散層を形成する工
程と、前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散層と同じ導電型の不純物を拡散注入して
、貫通孔が設けられる領域を囲むように設けられた第１のガードリングを形成する第１の
ガードリング形成工程と、前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散層と同じ導電型の不
純物を拡散注入して、前記第１の不純物拡散層に囲まれる第１の導電型不純物拡散層を形
成する第１の導電型不純物拡散層形成工程と、前記半導体基板に、前記第１の不純物拡散
層と同じ導電型の不純物を拡散注入して、前記配線基板領域の上面側の側面に沿うように
第２のガードリングを形成する第２のガードリング形成工程と、前記半導体基板に、前記
第１のガードリングによって囲まれるように貫通孔を形成する工程と、前記半導体基板の
全面と、前記貫通孔に露出された面とを覆うように絶縁膜を形成する工程と、前記絶縁膜
で被覆された前記貫通孔に貫通電極を形成する工程と、前記絶縁膜に、前記第１の導電型
不純物拡散層の一部が露出するように、かつ、前記第１の導電型不純物拡散層と対向する
前記半導体基板の一部が露出するように、開口部を形成する工程と、前記半導体基板に、
前記貫通電極の一方の端部と接続される第１の配線を形成する工程と、前記半導体基板に
、前記貫通電極の他方の端部と接続される第２の配線を形成する工程とを有し、前記第１
のガードリング形成工程と、前記第１の導電型不純物拡散層形成工程と、前記第２のガー
ドリング形成工程とを同時に行うことを特徴とする配線基板の製造方法が提供される。
　本発明によれば、第１のガードリングと、第１の導電型不純物拡散層と、第２のガード
リングとを同時に形成することにより、配線基板の製造工程を増加させることなく、第１
及び第２のガードリングを形成できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、半導体基板の内部に形成される素子の特性の劣化を抑制することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　次に、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。
【００１９】
　（第１の実施の形態）
　図２は、本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の断面図である。
【００２０】
　図２を参照するに、第１の実施の形態の配線基板１０は、半導体基板１７と、絶縁膜１
８と、素子であるツェナーダイオード１９と、貫通電極２１、２２と、第１のガードリン
グ２４、２５と、第１の配線である配線２６、２７と、第２の配線である２８、２９とを
有する。
【００２１】
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　半導体基板１７は、シリコン等の半導体材料による略方形平板状の基板であり、所定位
置に形成された貫通孔３２、３３を有する。半導体基板１７、半導体基板１７の内部に形
成される不純物拡散層、及びガードリングの形成条件等については後述する。
【００２２】
　絶縁膜１８は、後述する第１の導電型不純物拡散層３５の上面を露出する開口部１８Ａ
と、第１の導電型不純物拡散層３５の下方に配置された半導体基板１７の下面１７Ｂの一
部を露出する開口部１８Ｂとを有する。絶縁膜１８は、半導体基板１７の上面１７Ａ及び
下面１７Ｂ（但し、開口部１８Ａ、１８Ｂの形成領域は除く）と、貫通孔３２、３３の側
面を構成する部分の半導体基板１７の面とを覆うように設けられている。絶縁膜１８とし
ては、例えば、膜厚２μｍ程度の酸化膜（具体的には、熱酸化膜）を用いることができる
。
【００２３】
　ツェナーダイオード１９は、第１の導電型不純物拡散層３５と、第１の不純物拡散層で
ある不純物拡散層３６と、第１の導電型不純物拡散層３５の下方に配置された半導体基板
１７の一部を構成要素として、半導体基板１７内に形成されている。第１の導電型不純物
拡散層３５は、例えば、貫通孔３２、３３から離れた半導体基板１７の所定位置に、半導
体基板１７の上面１７Ａから所定の深さまで半導体基板１７と異なる導電型の不純物を拡
散注入することで形成する。
【００２４】
　不純物拡散層３６は、例えば、第１の導電型不純物拡散層３５の外周に沿って第１の導
電型不純物拡散層３５を囲むように、半導体基板１７の上面１７Ａから所定の深さまで不
純物を拡散注入することで形成する。第１の導電型不純物拡散層３５の上面は、開口部１
８Ａにおいて配線２７の一部と接合されている。また、第１の導電型不純物拡散層３５の
下方に配置された部分の半導体基板１７の下面１７Ｂは、開口部１８Ｂにおいて配線２８
の一部と接合されている。
【００２５】
　上記構成とされたツェナーダイオード１９は、電子部品１１（例えば、半導体チップ）
に対して並列接続されている。
【００２６】
　貫通電極２１は、絶縁膜１８で覆われた貫通孔３２内を充填している。貫通電極２１の
上端部は、配線基板１７の上面１７Ａ側で絶縁膜１８と略面一となり、貫通電極２１の下
端部は、配線基板１７の下面１７Ｂ側で絶縁膜１８と略面一となるように構成されている
。貫通電極２１は、その上端部が配線２６の一部と接合され、下端部が配線２８の一部と
接合されている。これにより、貫通電極２１は、配線２６と配線２８とを電気的に接続し
ている。
【００２７】
　貫通電極２２は、絶縁膜１８で覆われた貫通孔３３内を充填している。貫通電極２２の
上端部は、配線基板１７の上面１７Ａ側で絶縁膜１８と略面一となり、その下端部が下面
１７Ｂ側で絶縁膜１８と略面一となるように構成されている。貫通電極２２は、その上端
部が配線２７の一部と接合され、下端部が配線２９の一部と接合されている。これにより
、貫通電極２２は、配線２７と配線２９とを電気的に接続している。貫通電極２１、２２
は、例えば、貫通孔３２と３３内にめっき法により析出成長させたＣｕを充填することで
形成する。
【００２８】
　第１のガードリング２４は、絶縁膜１８より内側の半導体基板１７の内部において貫通
孔３２を囲むように、半導体基板１７の上面１７Ａから所定の深さまで不純物を拡散注入
することで形成されている。
【００２９】
　第１のガードリング２５は、絶縁膜１８より内側の半導体基板１７の内部において貫通
孔３３を囲むように、半導体基板１７の上面１７Ａから所定の深さまで不純物を拡散注入
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することで形成されている。
【００３０】
　配線２６は、貫通電極２１の上端から半導体基板１７の上面１７Ａ側の絶縁膜１８上に
亘るように設けられている。絶縁膜１８上に配置された部分の配線２６は、少なくとも電
子部品１１の端子の一つと接合可能な位置と、その接合位置と貫通電極２１の上端を結ぶ
位置まで延在するように形成されている。これにより、配線２６は、貫通電極２１と電子
部品１１の端子の一つを電気的に接続するための導体として機能する。
【００３１】
　配線２７は、貫通電極２２の上端から開口部１８Ａの形成位置を含む半導体基板１７の
上面１７Ａ側の絶縁膜１８上に亘るように設けられている。開口部１８Ａの形成位置に対
応する部分の配線２７は、開口部１８Ａ内を充填すると共に第１の導電型不純物拡散層３
５の上面と接合するように配置されている。絶縁膜１８上に配置された部分の配線２７は
、少なくとも電子部品１１の別の端子の一つと接合可能な位置と、その接合可能位置と貫
通電極２２の上端を結ぶ位置、およびその接合可能位置と開口部１８Ａとを結ぶ位置まで
延在するように形成されている。これにより、配線２７は、貫通電極２２と第１の導電型
不純物拡散層３５と電子部品１１の端子を電気的に接続するための導体として機能する。
【００３２】
　配線２８は、貫通電極２１の下端から開口部１８Ｂの形成位置を含む下面１７Ｂ側の絶
縁膜１８の下面に亘るように設けられている。開口部１８Ｂの形成位置に対応する部分の
配線２８は、開口部１８Ｂ内を充填すると共に、半導体基板１７の下面１７Ｂと接合する
ように配置されている。絶縁膜１８の下面に配置された部分の配線２８は、少なくとも実
装基板１２のパッド１３と接合可能な位置と、その接合可能位置と貫通電極２１の下端を
結ぶ位置、およびその接合可能位置と開口部１８Ｂを結ぶ位置まで延在するように形成さ
れている。これにより、配線２８は、貫通電極２１と半導体基板１７と実装基板１２のパ
ッド１３を電気的に接続するための導体として機能する。
【００３３】
　配線２９は、貫通電極２２の下端から半導体基板１７の下面１７Ｂ側の絶縁膜１８の下
面に亘るように設けられている。絶縁膜１８の下面に配置された部分の配線２９は、少な
くとも実装基板１２のパッド１４と接合可能な位置と、その接合位置と貫通電極２２の下
端を結ぶ位置まで延在するように形成されている。これにより、配線２９は、貫通電極２
２と電子部品１１の端子の一つを電気的に接続するための導体として機能する。
【００３４】
　上記説明した配線２６～２９は、Ｃｕ等の複数の導電性金属を積層した複合導体膜によ
って形成される。具体的には、配線２６～２９を構成する複合導体膜としては、例えば、
絶縁膜１８等の表面（絶縁膜１８の表面、開口部１８Ａ内の第１の導電型不純物拡散層３
５の表面、および開口部１８Ｂ内の半導体基板１７の表面）に堆積されたＴｉ膜と、その
Ｔｉ膜の表面に堆積されたＣｕ膜と、Ｃｕ膜の表面を覆うＮｉ膜と、Ｎｉ膜の表面（Ｃｕ
膜の表面）を覆う表面保護用のＡｕ膜とが積層されたＴｉ－Ｃｕ－Ｎｉ－Ａｕ積層膜を用
いることができる。
【００３５】
　図３は、電子部品が接続される配線の構成を説明するための図である。
【００３６】
　図３を参照して、配線２７を例に挙げてＴｉ－Ｃｕ－Ｎｉ－Ａｕ積層膜の形成方法につ
いて説明する。
【００３７】
　図３に示すように、絶縁膜１８の表面、貫通電極２２の上端、および開口部１８Ａ内の
第１の導電型不純物拡散層３５の表面を含む配線２７の形成位置に、先ず、下地としての
Ｔｉ膜２７ａ（例えば、０．１μｍ程度の厚さ）をスパッタ法により堆積させる。次いで
、スパッタ法により、Ｔｉ膜２７ａの表面にＣｕ膜２７ｂ（例えば、０．５μｍ程度の厚
さ）を堆積させ、更にめっき法によりＣｕ膜２７ｂ上にＣｕ膜２７ｃ（例えば、５．０μ
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ｍ程度の厚さ）を厚く堆積させる。続いて、めっき法により、Ｃｕ膜２７ｃの表面にＮｉ
膜２７ｄ（例えば、３．０μｍ程度の厚さ）を堆積させる。そして最後に、めっき法によ
り、Ｎｉ膜２７ｄの表面に表面保護用のＡｕ膜２７ｅ（例えば、０．０５μｍ程度の厚さ
）を堆積させることで、配線２７を形成する。配線２６、２８、２９についても、上記方
法と同様な手法により形成する。
【００３８】
　上記構成とされた配線基板１０において、半導体基板１７としてＰ型シリコン基板を用
いた場合、第１の導電型不純物拡散層３５及び不純物拡散層３６は、半導体基板１７にＮ
型不純物をドーパントすることで形成する。逆に、半導体基板１７としてＮ型シリコン基
板を用いた場合、第１の導電型不純物拡散層３５及び不純物拡散層３６は、半導体基板１
７にＰ型不純物をドーパントすることで形成する。この際、不純物拡散層３６は、第１の
導電型不純物拡散層３５よりも低い不純物濃度にて形成する。これにより、第１の導電型
不純物拡散層３５の角付近での局所的な降伏現象が発生することを防止できる。
【００３９】
　具体的には、半導体基板１７がＰ型である場合、半導体基板１７としては、例えば、Ｐ
型不純物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm3となるようにＢ（ボロン）をドー
パントしたシリコン基板を用いる。この場合、第１の導電型不純物拡散層３５は、Ｎ型不
純物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm3となるように、Ｐ（リン）、またはＡ
ｓ（ヒ素）、或いはＳｂ（アンチモン）を半導体基板１７の上面１７Ａから深さ約２μｍ
程度までドーパントすることにより形成する。また、不純物拡散層３６は、Ｎ型不純物濃
度が１．０Ｅ１７～１．０Ｅ１９ions／cm3となるように、Ｐ（リン）、またはＡｓ（ヒ
素）、或いはＳｂ（アンチモン）を半導体基板１７の上面１７Ａから深さ約２μｍ程度ま
でドーパントすることにより形成する。
【００４０】
　逆に、半導体基板１７がＮ型である場合、半導体基板１７としては、例えば、Ｎ型不純
物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm3となるようにＰ（リン）、またはＡｓ（
ヒ素）、或いはＳｂ（アンチモン）がドーパントされたシリコン基板を用いる。この場合
、第１の導電型不純物拡散層３５は、Ｐ型不純物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions
／cm3となるように、Ｂ（ボロン）を半導体基板１７の上面１７Ａから深さ約２μｍ程度
までドーパントすることにより形成する。また、不純物拡散層３６は、Ｐ型不純物濃度が
１．０Ｅ１７～１．０Ｅ１９ions／cm3となるように、Ｂ（ボロン）を半導体基板１７の
上面１７Ａから深さ約２μｍ程度までドーパントすることにより形成する。
【００４１】
　半導体基板１７の不純物濃度と第１の導電型不純物拡散層３５の不純物濃度の具体的な
数値は、半導体基板１７内に形成される素子がツェナーダイオードである場合、要求され
るツェナー電圧Ｖz とその他の条件（例えば、製造装置の処理条件など）に応じて決定す
る。
【００４２】
　なお、半導体基板１７は、どの領域においても不純物濃度が略一定とされたシリコン基
板で無くてもよい。
【００４３】
　図４は、半導体基板の不純物濃度分布の一例を模式的に示す断面図である。
【００４４】
　例えば、図４に示すように、不純物濃度の高いベース層１７Ｄの上方に不純物濃度の低
いエピ層１７Ｅが形成され、さらにエピ層１７Ｅの所定位置に高濃度不純物拡散領域１７
Ｆが形成されたＮ型シリコン基板、或いはＰ型シリコン基板を半導体基板１７として用い
ることも可能である。ここで、ベース層１７Ｄとエピ層１７Ｅと高濃度不純物拡散領域１
７Ｆとは同じ導電型であり、ベース層１７Ｄ及び高濃度不純物拡散領域１７Ｆの具体的な
不純物濃度は１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm3、エピ層１７Ｅの具体的な不純物濃
度は１．０Ｅ１７ions／cm3未満とすることができる。半導体基板１７の導電型としてＮ
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型を用いた場合には、ベース層１７Ｄ、エピ層１７Ｅ、及び高濃度不純物拡散領域１７Ｆ
の各部にＰまたはＡｓ、或いはＳｂのいずれかをドーパントする。また、半導体基板１７
の導電型としてＰ型を用いた場合には、ベース層１７Ｄ、エピ層１７Ｅ、及び高濃度不純
物拡散領域１７Ｆの各部にＢをドーパントする。ベース層１７Ｄの上にエピ層１７Ｅを形
成する際には、例えば、エピタキシャル成長法を用いる。また、エピ層１７Ｅ中に高濃度
不純物拡散領域１７Ｆを形成する際には、例えば、イオン打ち込み法を用いる。
【００４５】
　図４に示すような構造を有する半導体基板１７を使用する場合、第１の導電型不純物拡
散層３５は、高濃度不純物拡散領域１７Ｆの略真上に形成する。高濃度不純物拡散領域１
７Ｆと第１の導電型不純物拡散層３５との接合面において、高濃度不純物拡散領域１７Ｆ
の面積が第１の導電型不純物拡散層３５の面積と略等しいか、或いはそれよりも小さい場
合、不純物拡散層３６を形成しないこともある。
【００４６】
　ガードリング２４、２５は、半導体基板１７の不純物濃度、具体的には、貫通電極２２
の周囲や配線２７の真下の部分の不純物濃度によって形成条件が異なる。なお、不純物濃
度が問題となる貫通電極２２の周囲及び配線２７の真下に対応する部分の半導体基板１７
とは、図２に示す不純物濃度が略均一な半導体基板１７の場合は半導体基板１７そのもの
であり、図４に示す不純物濃度が均一でない半導体基板１７の場合はエピ層１７Ｅのこと
である。
【００４７】
　貫通電極２２の周囲及び配線２７の真下に対応する部分の半導体基板１７の不純物濃度
が低く、通電した際に半導体基板１７と貫通電極２２との間に生じる電位差によって半導
体基板１７の貫通電極２２の周囲や配線２７の真下の部分に反転層が誘導形成され得るよ
うな場合（目安としては、不純物濃度が１．０Ｅ１７ions／cm3よりも低い場合）、第１
のガードリング２４、２５は、半導体基板１７と同じ導電型で、半導体基板１７よりも高
い不純物濃度となるように形成する。
【００４８】
　このように形成された第１のガードリング２４、２５は、配線２７と対向する半導体基
板１７の表層を介して、第１の導電型不純物拡散層３５と貫通電極２２の周囲の側壁部分
に形成された反転層との間が連結されることを防止する。この第１のガードリング２４、
２５の作用により、第１の導電型不純物拡散層３５と半導体基板１７との間の等価的な接
合面積の増加が防止され、リーク電流の増加が防止される。なお、第１の導電型不純物拡
散層３５と半導体基板１７との間の等価的な接合面積とは、より正確には、配線２７と電
気的に接続された状態となる第１の導電型不純物拡散層３５及び反転層を含むＮ（Ｐ）型
領域と、配線２８と電気的な接続状態となる半導体基板１７のＰ（Ｎ）型領域のＰＮ接合
面積のことである。
【００４９】
　具体的に、半導体基板１７がＢ（ボロン）のドーパントによるＰ型で、そのＰ型不純物
濃度が１．０Ｅ１７ions／cm3以下である場合、第１のガードリング２４、２５は、同じ
Ｂ（ボロン）のドーパントによりＰ型不純物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm
3となるように形成する。半導体基板１７がＰ（リン）、またはＡｓ（ヒ素）、或いはＳ
ｂ（アンチモン）のドーパントによるＮ型で、そのＮ型不純物濃度が１．０Ｅ１７ions／
cm3以下である場合、第１のガードリング２４、２５は、同じ不純物のドーパントにより
Ｎ型不純物濃度が１．０Ｅ１８～１．０Ｅ２０ions／cm3となるように形成する。第１の
ガードリング２４、２５の深さは、第１の導電型不純物拡散層３５及び不純物拡散層３６
と略等しい。具体的には、第１のガードリング２４、２５の深さは、例えば、２μｍとす
ることができる。
【００５０】
　一方、貫通電極２２の周囲及び配線２７の真下に対応する部分の半導体基板１７の不純
物濃度が高く、通電した際に半導体基板１７と貫通電極２２の間に生じる電位差程度では



(10) JP 4961617 B2 2012.6.27

10

20

30

40

50

貫通電極２２の周囲及び配線２７の真下に対応する部分の半導体基板１７に反転層が誘導
形成されない場合（目安としては、不純物濃度が１．０Ｅ１８ions／cm3よりも高い場合
）、第１のガードリング２４、２５は、半導体基板１７と異なる導電型で形成する。
【００５１】
　このように形成された第１のガードリング２４、２５は半導体基板１７との間にＰＮ接
合を形成する。これに付随して第１のガードリング２４、２５は、その周囲の半導体基板
１７における空乏層の形成を容易化する。
【００５２】
　例えば、通電により貫通電極２２と半導体基板１７との間に電位差が生じると、空乏層
の形成が容易化したガードリング２５の周囲及び絶縁膜１８を介して貫通電極２２に対向
する半導体基板１７の面（側壁）周辺の半導体基板１７に空乏層が形成される。その際、
ＰＮ接合や空乏層が、部分的あるいは全体的に半導体基板１７と絶縁膜１８との間に介在
する形となる。
【００５３】
　ここで、貫通孔３３内の絶縁膜１８において絶縁性が低下する可能性の最も高い箇所は
、エッチング処理時に最も長くプラズマに曝される半導体基板１７の上面１７Ａ付近であ
る。一方、ガードリング２５は、一般的な半導体装置の製造工程から、必然的に半導体基
板１７の上面１７Ａ側に形成される。このため、ガードリング２５を設けると、それに起
因するＰＮ接合や空乏層によって絶縁膜１８の絶縁性の低下した部分を介した貫通電極２
２から半導体基板１７（あるいはその逆）への電流の漏洩が抑制され、素子１９のリーク
電流の増加を防止できる。
【００５４】
　具体的に、半導体基板１７がＢ（ボロン）のドーパントによるＰ型で、そのＰ型不純物
濃度が１．０Ｅ１８ions／cm3以上である場合、第１のガードリング２４、２５は、Ｐ（
リン）、またはＡｓ（ヒ素）、或いはＳｂ（アンチモン）のドーパントによりＮ型不純物
濃度が１．０Ｅ１７～１．０Ｅ２０ions／cm3となるように形成する。半導体基板１７が
Ｐ（リン）、またはＡｓ（ヒ素）、或いはＳｂ（アンチモン）のドーパントによるＮ型で
ある場合、第１のガードリング２４、２５はＢ（ボロン）のドーパントによりＰ型不純物
濃度が１．０Ｅ１７～１．０Ｅ２０ions／cm3となるように形成する。第１のガードリン
グ２４、２５の深さは、第１の導電型不純物拡散層３５及び不純物拡散層３６と略等しい
。具体的には、第１のガードリング２４、２５の深さは、例えば、２μｍとすることがで
きる。
【００５５】
　本実施の形態の配線基板によれば、半導体基板１７の不純物濃度が、通電した際に貫通
電極２１，２２と半導体基板１７との間で生じる電位差によって半導体基板１７内に反転
層が形成されてしまう程度に低い場合、第１のガードリング２４，２５を半導体基板１７
と同じ導電型で形成する。この場合、貫通電極２１，２２の側面を囲むように設けられた
第１のガードリング２４，２５により、反転層の形成が防止されると共に、貫通電極２１
，２２の周囲に形成された反転層と第１の導電型不純物拡散層３５との間が電気的に連結
されることが防止される。これにより、リーク電流の増加が抑制されるため、半導体基板
１７の内部に形成される素子の特性の劣化を抑制できる。
【００５６】
　一方、半導体基板１７の不純物濃度が、通電した際に貫通電極２１，２２と半導体基板
１７との間で生じる電位差によって半導体基板１７内に反転層が形成されない程度に高い
場合、第１のガードリング２４，２５は半導体基板１７と異なる導電型で形成する。この
場合、貫通電極２１，２２の側面を囲むように設けられた第１のガードリング２４，２５
が半導体基板１７との間にＰＮ接合を形成すると共に、貫通電極２１，２２を囲む部分の
半導体基板１７に空乏層が形成され易くなる。これにより、リーク電流の増加が抑制され
るため、半導体基板１７の内部に形成される素子の特性の劣化を抑制することができる。
【００５７】
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　なお、本実施の形態では、半導体基板１７に形成する素子として、電子部品１１の保護
を行う素子（具体的には、ツェナーダイオード１９）を設けた場合を例に挙げて説明した
が、電子部品の保護を行う素子の代わりに、電子部品１１の特性を調整する素子を半導体
基板１７に設けてもよい。電子部品１１の特性を調整する素子としては、例えば、電子部
品１１の電圧を調整するレギュレーターを用いることができる。
【００５８】
　図５～図１３は、本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図である
。図５～図１３において、第１の実施の形態の配線基板１０と同一構成部分には同一符号
を付す。
【００５９】
　始めに、図５に示す工程では、配線基板１０が形成される複数の配線基板形成領域Ａと
、配線基板形成領域Ａを囲むように配置された切断領域Ｂとを有した半導体基板４１を準
備する。切断領域Ｂは、配線基板形成領域Ａに配線基板１０に相当する構造体を形成後に
、ダイシングブレードにより切断される領域である。半導体基板４１は、この後の工程で
配線基板１０に相当する構造体が形成された後、切断領域Ｂにおいて切断されることによ
り、複数の半導体基板１７（図２参照）となる。半導体基板４１としては、Ｐ型シリコン
基板又はＮ型シリコン基板が用いられる。ここでは、半導体基板４１として、単結晶シリ
コンにＮ型不純物濃度が１．０Ｅ１８ions／cm3となるようにＡｓをドーパントしたＮ型
シリコン基板（厚さ２００μｍ）を使用する場合を例に挙げて以下の説明をする。
【００６０】
　次いで、図６に示す工程では、半導体基板４１の上面４１Ａ側から半導体基板４１とは
異なった導電型の不純物を半導体基板４１にドーパントすることで不純物拡散層３６を形
成する。具体的には、半導体基板４１がＮ型シリコン基板である場合、半導体基板４１の
上面４１Ａ側からＰ型不純物濃度が１．０Ｅ１７ions／cm3程度となるようにＢをドーパ
ントすることにより、半導体基板４１に不純物拡散層３６を形成する。この時、不純物拡
散層３６の深さは、例えば、２μｍとすることができる。
【００６１】
　次いで、図７に示す工程では、半導体基板４１の上面４１Ａ側から不純物拡散層３６と
同じ導電型の不純物をドーパントすることにより、不純物拡散層３６よりも不純物濃度の
高い第１の導電型不純物拡散層３５と第１のガードリング２４、２５とを同時に形成する
。これにより、第１の導電型不純物拡散層３５と、不純物拡散層３６と、第１の導電型不
純物拡散層３５及び不純物拡散層３６の下方に配置された部分の半導体基板４１とにより
構成されたツェナーダイオード１９が形成される。
【００６２】
　具体的には、不純物拡散層３６がＰ型不純物濃度を１．０Ｅ１７ions／cm3程度とする
ように形成されている場合、第１の導電型不純物拡散層３５及び第１のガードリング２４
、２５は、半導体基板４１の上面４１Ａ側からＰ型不純物濃度が１．０Ｅ１８ions／cm3

程度となるようにＢをドーパントすることにより同時に形成する。このとき、第１の導電
型不純物拡散層３５及び第１のガードリング２４、２５の具体的な深さは、例えば、２μ
ｍとすることができる。
【００６４】
　次いで、図８に示す工程では、平面視リング状の第１のガードリング２４に囲まれた部
分の半導体基板４１に、半導体基板４１を貫通する貫通孔３２を形成する。また、平面視
リング状の第１のガードリング２５に囲まれた部分の半導体基板４１にも、半導体基板４
１を貫通する貫通孔３３を形成する。貫通孔３２、３３は、具体的には、ＲＩＥなどのド
ライエッチングにより同時に形成される。
【００６５】
　次いで、図９に示す工程では、半導体基板４１の両面４１Ａ，４１Ｂ、及び貫通孔３２
，３３に露出された部分の半導体基板４１の面を含む半導体基板４１の全面を覆うように
絶縁膜１８を形成する。絶縁膜１８は、例えば、図８に示す半導体基板４１に熱酸化の処
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理を施すことによって形成する。なお、絶縁膜１８には、他の手段によって形成される酸
化膜や窒化膜等を用いてもよい。
【００６６】
　次いで、図１０に示す工程では、絶縁膜１８で被覆された半導体基板４１の貫通孔３２
、３３内に貫通電極２１、２２を形成する。貫通電極２１、２２は、例えぱ、めっき法に
より形成する。めっき法を用いる場合、貫通電極２１、２２を構成する金属材料としては
、例えば、Ｃｕを用いる。
【００６７】
　次いで、図１１に示す工程では、半導体基板４１の上面４１Ａ側に形成された部分の絶
縁膜１８に、第１の導電型不純物拡散層３５の一部を露出する開口部１８Ａを形成し、半
導体基板４１の下面４１Ｂ側に形成された部分の絶縁膜１８に、半導体基板４１の下面４
１Ｂの一部を露出する開口部１８Ｂを形成する。
【００６８】
　次いで、図１２に示す工程では、半導体基板４１の上面４１Ａ側に形成された部分の絶
縁膜１８上に配線２６、２７を形成し、半導体基板４１の下面４１Ｂ側に形成された絶縁
膜１８の下面に配線２８、２９を形成する。これにより、半導体基板４１の配線基板形成
領域Ａに図２に示す配線基板１０に相当する構造体が形成される。配線２６～２９として
は、例えば、具体的には、配線２６～２９を構成する複合導体膜としては、例えば、絶縁
膜１８等の表面（絶縁膜１８の表面、開口部１８Ａ内の第１の導電型不純物拡散層３５の
表面、および開口部１８Ｂ内の半導体基板１７の表面）に堆積されたＴｉ膜と、そのＴｉ
膜の表面に堆積されたＣｕ膜と、Ｃｕ膜の表面を覆うＮｉ膜と、Ｎｉ膜の表面（Ｃｕ膜の
表面）を覆う表面保護用のＡｕ膜とが順次積層されたＴｉ－Ｃｕ－Ｎｉ－Ａｕ積層膜を用
いることができる。
【００６９】
　次いで、図１３に示す工程では、切断領域Ｂにおいて絶縁膜１８及び半導体基板４１を
切断する。これにより、一つの半導体基板４１から複数の配線基板１０が取得される。絶
縁膜１８及び半導体基板４１の切断には、例えば、ダイシングブレードを用いる。
【００７０】
　本実施の形態の配線基板の製造方法によれば、第１の導電型不純物拡散層３５と第１の
ガードリング２４、２５とを同時に形成することにより、配線基板１０の製造工程を増加
させることなく、第１のガードリング２４、２５を形成することができる。
【００７１】
　本実施の形態では、半導体基板４１として、単結晶シリコンにＮ型不純物濃度が１．０
Ｅ１８ions／cm3となるようにＡｓをドーパントしたＮ型シリコン基板（例えば、厚さ２
００μｍ）を使用した場合を例に挙げて説明したが、半導体基板４１としては、ＰやＳｂ
をドーパントしたＮ型シリコン基板も使用することができる。
【００７２】
　また、半導体基板４１としては、単結晶シリコンにＰ型不純物濃度が１．０Ｅ１８ions
／cm3となるようにＢをドーパントしたＰ型シリコン基板を使用することも可能である。
ただし、半導体基板４１がＰ型シリコン基板である場合、不純物拡散層３６は、図６に示
す工程において、半導体基板４１の上面４１Ａ側からＮ型不純物濃度が１．０Ｅ１７ions
／cm3程度となるようにＰまたはＡｓ、或いはＳｂをドーパントすることにより形成する
。
【００７３】
　第１の導電型不純物拡散層３５及び第１のガードリング２４、２５は、先に説明した図
７に示す工程において、半導体基板４１の上面４１Ａ側から、不純物拡散層３６と同じ導
電型の不純物を不純物拡散層３６よりも不純物濃度が高くなるようにドーパントすること
で同時に形成する。具体的には、不純物拡散層３６のＮ型不純物濃度が１．０Ｅ１７ions
／cm3程度の場合、第１の導電型不純物拡散層３５及び第１のガードリング２４、２５は
、Ｎ型不純物濃度が１．０Ｅ１８ions／cm3程度となるようにＰまたはＡｓ、或いはＳｂ
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をドーパントすることで同時に形成する。
【００７４】
　なお、半導体基板４１としてＮ型シリコン基板を用いた場合、半導体基板４１としてＰ
型シリコン基板を用いた場合のどちらの場合でも半導体基板４１の不純物濃度は１．０Ｅ
１８ions／cm3より高くてもよい。
【００７５】
　また、第１の導電型不純物拡散層３５と第１のガードリング２４、２５の不純物濃度も
１．０Ｅ１８ions／cm3より高くてもよく、不純物拡散層３６の不純物濃度は、第１の導
電型不純物拡散層３５よりも低ければ、１．０Ｅ１７ions／cm3より高くても構わない。
【００７６】
　なお、半導体基板４１としてＮ型シリコン基板を用いた場合、半導体基板４１としてＰ
型シリコン基板を用いた場合のどちらの場合でもドーパントする不純物が異なるだけで、
先に説明した図５～図１３に示す工程と同様な手法により、配線基板１０を製造すること
ができる。
【００７７】
　（第２の実施の形態）
　図１４は、本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の断面図である。図１４において
、図２に示す構造体と同一構成部分には同一符号を付す。
【００７８】
　図１４を参照するに、第２の実施の形態の配線基板５０は、第２のガードリング５１を
設けた点を除き、第１の実施の形態の配線基板１０（図２参照）と略同様な構成とされて
いる。
【００７９】
　第２のガードリング５１は、半導体基板１７の上面１７Ａ側に、第１の導電型不純物拡
散層３５、不純物拡散層３６、貫通電極２１、２２、及び第１のガードリング２４、２５
を囲むような平面視額縁状の形状に形成されている。具体的に、第２のガードリング５１
は、半導体基板１７の側面１７Ｃに沿って形成されることにより、第１の導電型不純物拡
散層３５、不純物拡散層３６、貫通電極２１、２２、及び第１のガードリング２４、２５
を囲むように配置されている。
【００８０】
　第２のガードリング５１は、半導体基板１７の上面１７Ａ側からＰ型不純物又はＮ型不
純物をドーパントすることにより形成する。第２のガードリング５１の導電型及び不純物
濃度は、第１のガードリング２５或いは第１の導電型不純物拡散層３５と同時に形成可能
なように、第１のガードリング２５または第１の導電型不純物拡散層３５と同じにするこ
とが望ましい。第２のガードリング５１を第１のガードリング２５又は第１の導電型不純
物拡散層３５と同時に形成した場合、第２のガードリング５１の深さは、第１のガードリ
ング２５又は第１の導電型不純物拡散層３５の深さと略等しい。具体的には、第１のガー
ドリング２５又は第１の導電型不純物拡散層３５の深さが２μｍの場合、第２のガードリ
ング５１の深さは、２μｍとすることができる。
【００８１】
　このような構成とされた第２のガードリング５１を設けることにより、外部から半導体
基板１７の側面１７Ｃを介して、半導体基板１７内に浸入してくる汚染物質（例えば、Ｆ
ｅ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｕ等）の多くが第２のガードリング５１においてゲッタリングされる。
このため、ダイシングプレードで配線基板５０を個片化したときに半導体基板１７の側面
１７Ｃを介して半導体基板１７内に汚染物質（例えば、Ｎａ、Ｋ、Ｃｕ等）が侵入したと
しても、ツェナーダイオード１９の形成領域への汚染物質の拡散は抑制され、ツェナーダ
イオード１９の特性の劣化が抑制できる。
【００８２】
　本実施の形態の配線基板によれば、外部から半導体基板１７に侵入した汚染物質（例え
ば、Ｆｅ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｕ等）に起因するツェナーダイオード１９の特性の劣化を抑制す
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ることができる。
【００８３】
　図１５～図１７は、本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図であ
る。図１５～図１７において、本実施の形態の配線基板５０と同一構成部分には同一符号
を付す。
【００８４】
　始めに、図１５に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図７に示す工程と同様な
手法により、不純物拡散層３６を備えた半導体基板４１に不純物をドーパントして、第１
のガードリング２４、２５と、第１の導電型不純物拡散層３５と、第２のガードリング５
１とを同時に形成する。この際、第２のガードリング５１は、半導体基板４１上の配線基
板形成領域Ａの境界に沿って、平面視額縁状に形成する。
【００８５】
　このように、第１のガードリング２４、２５と、第１の導電型不純物拡散層３５と、第
２のガードリング５１とを同時に形成することにより、配線基板５０の製造工程を増加さ
せることなく、第１及び第２のガードリング２４、２５、５１を形成することが可能とな
るため、配線基板５０の製造コストを低減することができる。
【００８６】
　次いで、図１６に示す工程では、第１の実施の形態で説明した図８～図１２に示す工程
と同じ処理を行うことにより、複数の配線基板形成領域Ａに配線基板５０に相当する構造
体を形成する。
【００８７】
　次いで、図１７に示す工程では、図１６に示す切断領域Ｂにおいて絶縁膜１８及び半導
体基板４１を切断することにより、一つの半導体基板４１を複数の配線基板５０に個片化
する。絶縁膜１８及び半導体基板４１の切断には、例えば、ダイシングブレードが用いる
。
【００８８】
　本実施の形態の配線基板の製造方法によれば、半導体基板４１の配線基板形成領域Ａの
境界付近に平面視額縁状とされた第２のガードリング５１を形成することにより、半導体
基板１７の切断面（側面１７Ｃ）から浸入する汚染物質（例えば、Ｆｅ、Ｎａ、Ｋ、Ｃｕ
等）がツェナーダイオード１９の形成領域に到達することを防ぐことが可能となるため、
汚染物質に起因するツェナーダイオード１９の特性の劣化を抑制できる。また、第１のガ
ードリング２４、２５と、第１の導電型不純物拡散層３５と、第２のガードリング５１と
を同時に形成することにより、配線基板５０の製造工程を増加させることなく、第１及び
第２のガードリング２４、２５、５１を形成できる。
【００８９】
　以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明はかかる特定の実施の
形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内に
おいて、種々の変形・変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明は、半導体基板内に電子部品と電気的に接続される素子を備えた、実装基板（マ
ザーボード）と電子部品とを電気的に接続するための再配線基板とその製造方法及び半導
体装置に広く適用できる。
 
【図面の簡単な説明】
【００９１】
【図１】従来の配線基板の断面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の断面図である。
【図３】電子部品が接続される配線の構成を説明するための図である。
【図４】半導体基板の不純物濃度分布の一例を模式的に示す断面図である。
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【図５】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その１）である
。
【図６】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その２）である
。
【図７】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その３）である
。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その４）である
。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その５）である
。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その６）であ
る。
【図１１】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その７）であ
る。
【図１２】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その８）であ
る。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その９）であ
る。
【図１４】本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の断面図である。
【図１５】本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その１）であ
る。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その２）であ
る。
【図１７】本発明の第２の実施の形態に係る配線基板の製造工程を示す図（その３）であ
る。
【符号の説明】
【００９２】
１０、５０　配線基板
１１　電子部品
１２　実装基板
１３、１４　パッド
１５　外部接続端子
１７、４１　半導体基板
１７Ａ、４１Ａ　上面
１７Ｂ、４１Ｂ　下面
１７Ｃ　側面
１７Ｄ　ベース層
１７Ｅ　エピ層
１７Ｆ　高濃度不純物拡散領域
１８　絶縁膜
１８Ａ、１８Ｂ　開口部
１９　ツェナーダイオード
２１、２２　貫通電極
２４、２５　第１のガードリング
２６～２９　配線
２７ａ　Ｔｉ膜
２７ｂ，２７ｃ　Ｃｕ膜
２７ｄ　Ｎｉ膜
２７ｅ　Ａｕ膜
３２、３３　貫通孔
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３５　第１の導電型不純物拡散層
３６　不純物拡散層
５１　第２のガードリング
Ａ　配線基板形成領域
Ｂ　切断領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】
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